別記様式第15号(第７条関係)


 (
標　　　識
　下記特定空家等の所有者は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成
26
年法律第
127
号）第
22
条第３項の規定に基づき措置をとることを、　　　年
　　月　　日付け　　第　　号により、命ぜられています。
記
　
(
注意
)
１　命令に係る措置が実施されれば、速やかにこの標識を撤去するので申し出ること。
２　この標識は、長門市の管理下にあります。
３　この標識を損壊した者は、刑法（明治
40
年法律第
45
号）第
258
条に規定する公文書
等
毀棄罪で罰せられることがあります。
)
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